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議案第７６号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

１年白岡町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

   「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員会 会長 基本給 月額 

２５，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

１日 １，３０

０ 

会長代理

者 

基本給 月額 

２２，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

委員 基本給 月額 

２０，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

農地利用

最適化推

進委員 

基本給 月額 

２０，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

教育委員会 教育長職

務代理者 

年額 １５４，

５００ 

１日 １，３０

０ 

委員 年額 １３２，

３００ 

  

別表中 
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                               」 

 「 

 

 

 

 

 

選挙管理委

員会 

委員長 年額 １３６，

８００ 

１日 １，３０

０ 

委員長職

務代理者 

年額 １２７，

８００ 

委員 年額 １０５，

９００ 

地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１

８９条第３項の規定

により補充された選

挙管理委員 

日額 ６，１０

０ 

１日 １，３０

０ 

監査委員 知識経験 月額 ４６，０

００ 

１日 １，３０

０ 

議会選出 月額 ３１，６

００ 

公平委員会 委員長 日額 ７，００

０ 

１日 １，３０

０ 

委員 日額 ６，１０

０ 

固定資産評

価審査委員

会 

委員長 日額 ７，００

０ 

１日 １，３０

０ 

委員 日額 ６，１０

０ 

  

教育委員会 教育長職

務代理者 

月額 ３３，０

００ 

１日 １，３０

０ 

委員 月額 ３１，０

００ 

選挙管理委 委員長 月額 ２８，０ １日 １，３０ 
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員会  ００ ０ 

委員長職

務代理者 

月額 ２５，０

００ 

委員 月額 ２４，０

００ 

地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１

８９条第３項の規定

により補充された選

挙管理委員 

日額 ６，１０

０ 

１日 １，３０

０ 

公平委員会 委員長 日額 ８，００

０ 

１日 １，３０

０ 

委員 日額 ７，００

０ 

監査委員 知識経験 月額 ５１，０

００ 

１日 １，３０

０ 

議会選出 月額 ３５，０

００ 

農業委員会 会長 基本給 月額 

３４，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

１日 １，３０

０ 

会長代理

者 

基本給 月額 

２９，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

委員 基本給 月額  

２８，０００ 

  

を に改め 
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                            」 

る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

行政委員会委員の報酬について、県内における近隣同規模市との均衡並

びに当該委員の職務及び職責との相応を図るため、本条例改正の必要を認

め、この案を提出するものである。 

  能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

 

農地利用

最適化推

進委員 

基本給 月額  

２８，０００ 

能率給 予算の

範囲内で市長

が定める額 

固定資産評

価審査委員

会 

委員長 日額 ８，００

０ 

１日 １，３０

０ 

委員 日額 ７，００

０ 

  


